
独立行政法人 農業環境技術研究所（非特定） 
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根拠法  独立行政法人農業環境技術研究所法（平成 11 年法律第 194 号） 

主務府省 農林水産省農林水産技術会議事務局総務課、大臣官房文書課（評

価委員会庶務） 

設立年月日 平成 13 年４月１日 

沿 革  昭 25.4 農林省農業技術研究所 → 昭 53.7 農林水産省農業技術研究所 

→ （再編） → 昭 58.12 農林水産省農業環境技術研究所 

 → 平 13.4 独立行政法人農業環境技術研究所 

目 的 農業生産の対象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的な調

査及び研究等を行うことにより、その生育環境の保全及び改善に関する技

術の向上に寄与することを目的とする。 

業務の範囲 １．農業生産の対象となる生物の生育環境に関する技術上の基

礎的な調査及び研究並びにこれに関連する分析、鑑定及び講習を行うこと。 

２．１．の業務に附帯する業務を行うこと。 

財務及び予算の状況 

＜資本金＞ ３４，３５３百万円 
＜国有財産の無償使用＞ なし 
 
 
 
 
 
 
 
 



＜予算計画＞                                              （単位：百万円） 

 
区   別 

中期計画予算 

（平成 23～27 年度） 
平成 25 年度予算 

収

入 

 

前年度よりの繰越金 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

受託収入 

諸収入 

計 

－ 

14,498    

544 

 3,556 

7 

18,605 

49 

2,730 

  2,735 

 711 

    1 

6,227 

支

出 

 

業務経費 

施設整備費 

受託経費 

 試験研究費 

 管理諸費 

一般管理費 

人件費 

計 

 3,824   

544 

 3,556 

    

     

1,560 

  9,122 

18,605 

  757 

2,735 

  711 

  640 

   71 

  304 

   1,719 

6,227 

＜短期借入金の限度額＞ ４００百万円 

組織の概要 

＜役員＞ （理事長・定数 1 人・任期４年）宮下 淸貴 （理事・定数１人・

任期２年）長谷部 亮 （監事・定数２人・任期２年）水谷 順一 （非常

勤）堀 雅文 

＜職員数＞ ３５７人(常勤職員１６５人、非常勤職員１９２人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜組織図＞  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究統括主幹  理事長  

理事  

監事  

企画戦略室  
 
連携推進室  
広報情報室  
研究情報システム管理室  
安全管理室  
研究技術支援室  

業務統括主幹  

 総務管理室  
 財務管理室  
 研究コーディネータ  

 大気環境研究領域  
 物質循環研究領域  
 土壌環境研究領域  
 有機化学物質研究領域  
 生物多様性研究領域  
 生物生態機能研究領域  
 生態系計測研究領域  
 農業環境インベントリーセンター  
 監査室  



中期目標 

第１ 中期目標の期間 

 研究所の中期目標の期間は、平成 23年４月１日から平成 28年３月 31日までの５年間とする。 

 

第２ 業務運営の効率化に関する事項 

 

１．経費の削減 

 

（１）一般管理費等の削減 

運営費交付金を充当して行う事業については、業務の見直し及び効率化を進め、一般管理費（人

件費を除く。）については毎年度平均で少なくとも対前年度比３％の抑制、業務経費については毎年

度平均で少なくとも対前年度比１％の抑制をすることを目標に、削減する。なお、一般管理費につ

いては、経費節減の余地がないか改めて検証し、適切な見直しを行う。 

給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方につ

いて厳しく検証した上で、目標水準・目標期限を設定し、その適正化に取り組むとともに、検証結

果や取組状況を公表するものとする。 

総人件費についても、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平

成 18年法律第 47号）に基づく平成 18年度から５年間で５％以上を基本とする削減等の人件費に係

る取組を、平成 23 年度も引き続き着実に実施するとともに、「公務員の給与改定に関する取扱いに

ついて」（平成 22年 11月 1日閣議決定）に基づき、政府における総人件費削減の取組を踏まえると

ともに、今後進められる独立行政法人制度の抜本見直しの一環として、厳しく見直すこととする。 

なお、以下の常勤の職員に係る人件費は、削減対象から除くこととする。 

① 競争的資金、受託研究資金又は共同研究のための民間からの外部資金により雇用される任期

付職員 

② 任期付研究者のうち、国からの委託費及び補助金により雇用される者及び運営費交付金によ

り雇用される国策上重要な研究課題（第三期科学技術基本計画（平成 18年３月 28日閣議決

定）において指定されている戦略重点科学技術をいう。）に従事する者並びに若手研究者（平

成 17年度末において 37歳以下の研究者をいう。） 

 

（２）契約の見直し 

「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成21年11月17日閣議決定）等を踏まえ、

契約の適正化を進めるとともに、経費削減の観点から、契約方法の見直し等を行う。また、密接な

関係にあると考えられる法人との契約については、一層の透明性を確保する観点から、情報提供の

在り方を検討する。 

 

２．評価・点検の実施と反映 

 運営状況及び研究内容について、自ら適切に評価・点検を行うとともに、その結果については、独立

行政法人評価委員会の評価結果と併せて、的確に業務運営に反映させ、業務の重点化及び透明性を確保

する。 

 研究内容については、研究資源の投入と得られた成果の分析を行うとともに、農業その他の関連産業

及び国民生活への社会的貢献を図る観点並びに評価を国際的に高い水準で実施する観点から、できるだ

け具体的な指標を設定して評価・点検を行い、必要性、進捗状況等を踏まえて機動的に見直しを行う。

また、主要な研究成果の利活用状況を把握・解析し、業務運営の改善に活用する。 

 さらに、職員の業績評価を行い、その結果を適切に処遇等に反映する。 

 

３．研究資源の効率的利用及び充実・高度化 

 
 



 

（１）研究資金 

 中期目標を着実に達成するため、運営費交付金を効果的に活用して研究を推進する。また、研究

開発の一層の推進を図るため、委託プロジェクト研究費、競争的研究資金等の外部資金の獲得に積

極的に取り組み、研究資金の効率的活用に努める。 

 

（２）研究施設・設備 

 研究施設・設備については、老朽化した現状や研究の重点化方向を踏まえ、真に必要なものを計

画的に整備するとともに、有効活用に努める。 

 

（３）組織 

 中期目標の達成に向けて、研究成果を効率的に創出するため、研究資金、人材、施設等の研究資

源を有効に活用し得るよう、他の農業関係研究開発独立行政法人との連携による相乗効果を発現さ

せる観点から、組織の在り方を見直す。 

 

（４）職員の資質向上と人材育成 

 研究者、研究管理者及び研究支援者の資質向上を図り、業務を的確に推進できる人材を計画的に

育成する。そのため、人材育成プログラムを踏まえ、競争的・協調的な研究環境の醸成、多様な雇

用制度を活用した研究者のキャリアパスの開拓、行政部局等との多様な形での人的交流の促進、研

究支援の高度化を図る研修等により、職員の資質向上に資する条件を整備する。 

 

４．研究支援部門の効率化及び充実・高度化 

 研究支援業務のうち、他の農業関係研究開発独立行政法人と共通性の高い業務を一体的に実施するこ

となどにより、研究支援部門の合理化を図る。 

 総務部門の業務については、業務内容の見直しを行い、効率化を図る。 

 現業業務部門の業務については、調査及び研究業務の高度化に対応した高度な専門技術・知識を要す

る分野への重点化を進め、効率化及び充実・強化を図る。 

 また、研究支援業務全体を見直し、引き続きアウトソーシングを推進することなどにより、研究支援

部門の要員の合理化に努める。 

 

５．産学官連携、協力の促進・強化 

 農業環境に関する基礎的・基盤的研究水準を向上させ、優れた研究成果や知的財産を創出するため、

国、他の独立行政法人、公立試験研究機関、大学、民間等との連携・協力及び研究者の交流を積極的に

行う。その際、他の独立行政法人との役割分担に留意しながら、円滑な交流システムの構築を図る。 

 

６．海外機関及び国際機関等との連携の促進・強化 

 環境問題の地球規模の拡大に対応し、それらの効率的な解決に資するため、国際的な研究への取組を

強化する。特に、農業に関する環境科学分野での国際的イニシアチブを確保するとともに、海外研究機

関及び国際研究機関との連携を積極的に推進する。 

 

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 

１．試験及び研究並びに調査 

 

（１）研究の重点化及び推進方向 

 「食料・農業・農村基本計画」に対応し、今後10年程度を見通した研究開発の重点目標等を示し

 
 



た「農林水産研究基本計画」に即し、地球規模環境変動と農業活動の相互作用に関する研究、農業

生態系における生物多様性の変動機構及び生態機能の解明に関する研究、農業生態系における化学

物質の動態とリスク低減に関する研究及び農業環境インベントリーの高度化に関する研究を重点

的に実施する。 

 地球規模の環境問題に対応する研究については、環境問題をめぐる国際的動向等を踏まえ、関連

する研究機関や国際機関との連携・協力の下、効率的に推進する。 

 また、他の農業関係研究開発独立行政法人との連携を一層強化し、各法人の有する研究資源を活

用した共同研究等を効率的に推進する。 

 これらのことを実現するため、「別添」に示した研究を進める。 

 なお、独立行政法人農業生物資源研究所がセンターバンクとして実施する農業生物資源ジーンバ

ンク事業のサブバンクとして、センターバンクとの緊密な連携の下、遺伝資源の収集、保存、特性

評価等を効率的に実施する。 

 

（２）行政ニーズへの機動的対応 

 期間中に生じる行政ニーズに機動的に対応し、必要な研究開発を着実に実施する。 

 

２．行政部局との連携の強化 

 研究の設計から成果の利活用に至るまでの各段階において、農林水産省の行政部局と密接に連携し、

行政部局の意見を研究内容や利活用方策等に的確に反映させるとともに、行政部局との連携状況を毎年

度点検する。 

 また、他の独立行政法人との役割分担に留意しつつ、食品安全基本法（平成15年法律第48号）に基づ

く農産物・食品の安全性・信頼性の確保に向けた緊急時対応を含めた技術支援等、行政部局、各種委員

会等への技術情報の提供及び専門家の派遣を行うとともに、行政部局との協働によるシンポジウム等を

開催する。 

 

３．研究成果の公表、普及の促進 

 

（１）国民との双方向コミュニケーションの確保 

 国民に対する説明責任を果たすため、多様な情報媒体を効果的に活用して、農業環境に関する研

究開発について分かりやすい情報を発信するとともに、研究所及び研究者自らが国民との継続的な

双方向コミュニケーションを確保するための取組を強化する。 

 特に、農業における地球温暖化の影響や有害化学物質による農作物汚染等について、科学的かつ

客観的な情報を継続的に提供するとともに、研究の計画段階から国民の理解を得るための取組を推

進する。 

 

（２）成果の利活用の促進 

 新たな知見・技術のPRや普及に向けた活動及び行政施策への反映を重要な活動と位置付け、研究

者及び関連部門によるこれらの活動が促進されるように努める。 

 このため、今中期目標期間中に得られる研究成果に、前中期目標期間までに得られたものを加え

て、研究成果のデータベース化、研究成果を活用するためのマニュアルの作成等により積極的に利

活用を促進する。 

 

（３）成果の公表と広報 

 研究成果は、積極的に学術雑誌等への論文掲載、学会での発表等により公表するとともに、主要

な成果については、各種手段を活用し、積極的に広報を行う。査読論文の数及びそのインパクトフ

ァクターについては、数値目標を設定して成果の公表に取り組む。 

 
 



 

（４）知的財産権等の取得と利活用の促進 

 研究開発の推進に際しては、研究成果の実用化及び利活用を促進する観点から、研究成果の権利

化や許諾等の取扱いに関する知財マネジメントを研究開発の企画段階から一体的に実施する。 

 その際、我が国の農業の振興に配慮しつつ、実施許諾の可能性等を踏まえた権利化、研究成果の

保全に向けた権利化など海外への出願や許諾を含めて戦略的に権利化等を進めるほか、保有特許の

必要性を随時見直す。また、特許権等に係る情報の外部への提供を積極的に進めるとともに、技術

移転に必要な取組を強化する。 

 また、農林水産研究知的財産戦略（平成19年３月22日農林水産技術会議決定）等を踏まえ、必要

に応じて知的財産方針を見直す。 

 なお、特許の出願及び実施許諾については、数値目標を設定して取り組む。 

 

４．専門分野を活かしたその他の社会貢献 

 

（１）分析及び鑑定の実施 

 行政、民間、各種団体、大学等の依頼に応じ、研究所の高い専門知識が必要とされる分析及び鑑

定を実施する。 

 

（２）講習、研修等の開催 

 講習会の開催、国公立機関、民間、大学、海外機関等外部機関からの研修生の受入れ等を行う。 

 

（３）国際機関、学会等への協力 

 国際機関、学会等への専門家の派遣、技術情報の提供等を行う。 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

 

１．収支の均衡 

 適切な業務運営を行うことにより、収支の均衡を図る。 

 

２．業務の効率化を反映した予算計画の策定と遵守 

 「第２ 業務運営の効率化に関する事項」及び上記１．に定める事項を踏まえた中期計画の予算を作

成し、当該予算による運営を行う。 

 

３．自己収入の確保 

 受益者負担の適正化、特許使用料の拡大等により自己収入の確保に努める。 

 

４．保有資産の処分 

 施設・設備のうち不要と判断されるものを処分する。また、その他の保有資産についても、利用率の

改善が見込まれないなど、不要と判断されるものを処分する。 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

 

１．人事に関する計画 

 

（１）人員計画 

 期間中の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）を定め、業務に支

 
 



障を来すことなく、その実現を図る。 

 

（２）人材の確保 

 研究職員の採用に当たっては、任期制の活用等、雇用形態の多様化及び女性研究者の積極的な採

用を図りつつ、中期目標達成に必要な人材を確保する。研究担当幹部職員については、公募方式等

を積極的に活用する。 

 

２．法令遵守など内部統制の充実・強化 

 研究所に対する国民の信頼を確保する観点から、法令遵守を徹底する。特に、規制物質の管理等につ

いて一層の徹底を図るとともに、法令遵守や倫理保持に対する役職員の意識向上を図る。また、研究所

のミッションを有効かつ効率的に果たすため、内部統制の更なる充実・強化を図る。 

 さらに、法人運営の透明性を確保するため、情報公開を積極的に進めるとともに、「第２次情報セキ

ュリティ基本計画」（平成21年２月３日情報セキュリティ政策会議決定）等の政府の方針を踏まえ、個

人情報保護など適切な情報セキュリティ対策を推進する。 

 

３．環境対策・安全管理の推進 

 研究活動に伴う環境への影響に十分な配慮を行うとともに、エネルギーの有効利用やリサイクルの促

進に積極的に取り組む。 

また、事故及び災害を未然に防止する安全確保体制の整備を進める。 

 
 



－1－

（単位：円）
資産の部
Ⅰ　 流動資産

現金及び預金 342,028,161
前払費用 9,148
未収消費税等 3,378,400
未収収益 113,606
未収金 258,629,139

流動資産合計 604,158,454

Ⅱ 　固定資産
   １    有形固定資産

建物 9,063,892,534
減価償却累計額 -4,268,478,430 4,795,414,104

構築物 1,696,950,839
減価償却累計額 -854,508,046 842,442,793

車両運搬具 17,937,992
減価償却累計額 -15,149,481 2,788,511

工具器具備品 3,292,197,592
減価償却累計額 -2,897,678,696 394,518,896

土地 25,200,000,000
その他有形固定資産 95,412,247
有形固定資産合計 31,330,576,551

   ２    無形固定資産
特許権 8,614,824
ソフトウェア 261,625
電話加入権 1,127,700
工業所有権仮勘定 11,193,281
無形固定資産合計 21,197,430

固定資産合計 31,351,773,981
資産合計 31,955,932,435

負債の部
Ⅰ　流動負債

運営費交付金債務 194,654,424
政府以外受託研究債務 3,794,253
研究業務未払金 222,497,546
未払金 147,922,173
リース債務（短期） 1,272,600
預り金 13,065,244
その他流動負債 20,087,490

流動負債合計 603,293,730

Ⅱ　固定負債
リース債務（長期） 2,545,200
資産見返負債

資産見返運営費交付金 656,701,336
資産見返補助金等 301,438
資産見返寄附金 53,078,421
資産見返物品受贈額 2,786,711
工業所有権仮勘定見返運営費交付金 11,193,281 724,061,187

資産除去債務 25,259,054
固定負債合計 751,865,441
負債合計 1,355,159,171

純資産の部
Ⅰ　資本金

政府出資金 34,353,269,524
資本金合計 34,353,269,524

Ⅱ　資本剰余金
資本剰余金 1,817,984,253
損益外減価償却累計額 -5,650,437,718
損益外減損損失累計額 -1,025,400
損益外利息費用累計額 -570,873

資本剰余金合計 -3,834,049,738

Ⅲ　利益剰余金
前中期目標期間繰越積立金 35,303,098
積立金 21,835,048
当期未処分利益 24,415,332
（うち当期総利益） ( 24,415,332 ）
利益剰余金合計 81,553,478
純資産合計 30,600,773,264

負債純資産合計 31,955,932,435

貸 借 対 照 表
（平成２５年３月３１日）【農業環境技術研究所】



－2－

（単位：円）
経常費用

研究業務費
給与、賞与及び諸手当 1,104,947,812
法定福利費・福利厚生費 187,051,461
退職金 101,066,508
その他人件費 327,246,655
外部委託費 209,458,491
研究材料費 52,867,356
賃借料 11,629,299
減価償却費 227,307,810
保守・修繕費 307,426,935
水道光熱費 210,551,827
旅費交通費 66,890,444
消耗品費 160,200,295
備品費 51,472,107
諸謝金 6,743,689
支払手数料 434,707
図書印刷費 92,725,627
その他業務経費 19,648,808 3,137,669,831

一般管理費
役員報酬 35,581,475
給与、賞与及び諸手当 155,909,308
法定福利費・福利厚生費 32,451,923
退職金 1,992,720
その他人件費 17,123,282
賃借料 1,042,624
減価償却費 5,477,943
保守・修繕費 52,601,918
水道光熱費 10,676,056
旅費交通費 2,093,980
消耗品費 6,235,699
備品費 2,148,300
諸謝金 5,334,900
支払手数料 1,140,318
その他管理経費 9,064,778 338,875,224

雑損 2,690,764
経常費用合計 3,479,235,819

経常収益
運営費交付金収益 2,586,576,223
補助金等収益 13,885,000
事業収益

その他事業収入 398,716 398,716
受託収入

政府受託収入 519,471,905
その他受託収入 156,902,180 676,374,085

資産見返負債戻入 198,800,221
雑益 82,667
経常収益合計 3,476,116,912

経常損失 3,118,907

臨時損失
固定資産除却損 4,373,339 4,373,339

臨時利益
資産見返負債戻入 4,373,339 4,373,339

当期純損失 3,118,907
前中期目標期間繰越積立金取崩額 27,534,239
当期総利益 24,415,332

損 益 計 算 書
（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）
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